
 
 

用途地域等の見直し都市計画市素案の説明会開催について 
 
１ 用途地域等の見直しについて 

「用途地域」とは、土地利用の目的に応じて 13 種類に分かれた地域のことで、建築で

きる用途や規模などに関する一定のルールを定めたものです。 
近年の社会情勢を踏まえ、市民の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等につなげて

いくために、用途地域等の見直しを行います。 
昨年度いただいた市素案（案）に対する市民のみなさまのご意見を踏まえ、市素案を作

成しましたので、説明会を開催します。また市素案の縦覧、公聴会等を実施します。 
 

２ 都市計画市素案説明会 

 (1) 動画配信 

   横浜市ホームページで都市計画市素案の動画を配信します。 

   ・令和５年６月 30日（金）から７月 28日（金） 

 (2) 会場開催 

   市内 16会場で「配信している動画の視聴」、「個別相談」を実施します。 

・令和５年７月３日（月）から７月 21日（金）（予約不要） 

※会場と日時等の詳細は別添リーフレットの中面をご覧ください。 
 
３ 縦覧（閲覧） 

 (1) 期間 

   令和５年７月 14日（金）から７月 28日（金）（土・日・祝日は除く） 

 (2) 縦覧（閲覧）場所 

   都市計画市素案を以下の場所で確認することができます。 

  ア 建築局都市計画課（市庁舎 25階） 

  イ 各区役所の区政推進課（中区を除く） 

  ウ 建築局都市計画課のホームページ 
 

４ 公聴会 

  縦覧（閲覧）期間中、関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。公述申出が

あった場合は公聴会を開催します。 
 

５ 添付リーフレットの配布場所（６月初旬から配布予定）※市のホームページでも公開予定 

(1) 見直し予定区域へ戸別配布（６月初旬から６月 30日で配布予定） 

(2) 各区役所の広報相談係 

(3) 建築局都市計画課の窓口（市庁舎 25階） 

(4) 市民情報センター（市庁舎３階） 

(5) 駅や公共施設に設置されている PRボックス 
 

【担 当】建築局都市計画課 岳村、飯島、下田 
【連絡先】６７１－２６５８ 
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